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（
議
院
運
営
委
員
会
）

国
立
国
会
図
書
館
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
一
〇
号

（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

）

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
関
西
館
の
設
置

中
央
の
図
書
館
に
関
西
館
を
設
置
し
、
そ
の
位
置
及
び
所
掌
事
務
は
館
長
が
定
め
る
。

二
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
通
じ
た
情
報
を
用
い
る
図
書
館
サ
ー
ビ
ス

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
通
じ
て
閲
覧
の
提
供
を
受
け
た
図
書
館
資
料
と
同
等
の
内
容
を
有
す
る
情
報
を
閲
覧
・
複
写
等
の

利
用
に
供
す
る
。

三
、
複
写
事
務
の
委
託

複
写
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
非
営
利
法
人
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
複
写
料
金
を
受
託
者
の
収
入
と
し

て
複
写
事
務
に
要
す
る
費
用
を
受
託
者
の
負
担
と
す
る
。

四
、
図
書
館
資
料
の
収
集
方
法
に
関
す
る
規
定
の
整
備

図
書
館
資
料
の
収
集
方
法
に
納
入
、
交
換
等
以
外
の
方
法
を
加
え
る
。
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五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
三
に
係
る
部
分
は
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


